
第２節 少年の非行防止と健全育成

１ 深刻な少年非行情勢

平成１１年は，刑法犯少年や薬物乱用少年の検挙人員は減少したものの，凶悪犯の検挙人員

は依然として多く，凶悪犯の集団化の進行，ひったくりの急増のほか，校内暴力事件，いじ

めに起因する事件の増加等，少年非行情勢は「戦後第４の波」にあって依然として深刻な状

況にある（第１章第２節４（６）参照）。

（１） 少年非行の概況

ア 少年非行情勢

平成１１年中の刑法犯少年の検挙人員は１４万１，７２１人（前年比１万５，６６４人（１０．０％）減）で，７

年以降４年ぶりに減少した。また，刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は４４．９％（前年比

表２－６ 刑法犯少年の包括罪種別・学職別状況（平成１１年）

学職別

区分

総 数
（人）

学 生 ・ 生 徒
有職少年 無職少年

計 中学生 高校生 大学生 その他

総 数 １４１，７２１ １１０，３９７ ３９，５８９６０，４３１ ５，０３７ ５，３４０１２，２９０１９，０３４

構成比（％） １００．０ ７７．９ ２７．９ ４２．６ ３．６ ３．８ ８．７ １３．４

凶 悪 犯 ２，２３７ ９２２ ２３１ ５９７ ３２ ６２ ５８３ ７３２

構 成 比 １００．０ ４１．２ １０．３ ２６．７ １．４ ２．８ ２６．１ ３２．７

粗 暴 犯 １５，９３０ ９，７９０ ５，１４２ ４，１９１ ８５ ３７２ ２，７２２ ３，４１８

構 成 比 １００．０ ６１．５ ３２．３ ２６．３ ０．５ ２．３ １７．１ ２１．５

窃 盗 犯 ８６，５６１６９，４７２２６，０５２３９，０９９ １，８３７ ２，４８４ ６，００８１１，０８１

構 成 比 １００．０ ８０．３ ３０．１ ４５．２ ２．１ ２．９ ６．９ １２．８

知 能 犯 ５６１ ３３７ ６１ ２３４ ２６ １６ ８０ １４４

構 成 比 １００．０ ６０．１ １０．９ ４１．７ ４．６ ２．９ １４．３ ２５．７

風 俗 犯 ４０９ ２７１ ９０ １３３ ２５ ２３ ９９ ３９

構 成 比 １００．０ ６６．３ ２２．０ ３２．５ ６．１ ５．６ ２４．２ ９．５

そ の 他 ３６，０２３２９，６０５ ８，０１３１６，１７７ ３，０３２ ２，３８３ ２，７９８ ３，６２０

構 成 比 １００．０ ８２．２ ２２．２ ４４．９ ８．４ ６．６ ７．８ １０．０

占有離脱物横領 ３２，０７２２６，９９３ ６，９６６１４，７９９ ２，９６２ ２，２６６ ２，１２２ ２，９５７

構 成 比 １００．０ ８４．２ ２１．７ ４６．１ ９．２ ７．１ ６．６ ９．２
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３．６ポイント減），刑法犯少年の人口比は１５．６（１．３減）とそれぞれ減少した。

１１年中の刑法犯少年の包括罪種別検挙状況は，表２－６のとおりで，窃盗犯が８万６，５６１

人（全体の６１．１％）で最も多い。また，初発型非行（万引き，自転車盗，オートバイ盗及び

占有離脱物横領の４種をいう。）で検挙した少年は１０万４，６４４人で，刑法犯少年総数に占める

割合は７３．８％（前年比１．８ポイント減）となった。

また，１１年中の触法少年（刑法）の補導人員は２万２，５０３人で，前年に比べ４，４０２人（１６．４％）

減少した。

イ 平成１１年の少年非行の主な特徴

（ア） 深刻な状況にある凶悪犯罪

１１年中に凶悪犯で検挙した刑法犯少年は２，２３７人（前年比４０人（１．８％）増）で，３年連続

で２，０００人を超えた。罪種別にみると，強盗１，６１１人（７３人（４．７％）増），放火９０人（１人
かん

（１．１％）増）が増加し，殺人１１０人（５人（４．３％）減），強姦４２６人（２９人（６．４％）減）が

減少した。特に強盗の検挙人員は，昭和４２年以降の最悪を記録した平成９年に次ぐ数字とな

った。

また，１１年中の少年による刃物使用事件の検挙件数は３４３件で，前年に比べ２４件（６．５％）

減少したが，このうち凶悪犯の検挙件数は１６７件で，１１件（７．１％）増加した。なかでも刃物

を使用した強盗は１３０件で，前年に比べ３６件（３８．３％）増加し，過去１０年間では２．９倍となっ

ている。

少年による凶悪犯の検挙件数のうち，共犯者のいる事件は６０２件（前年比２件（０．３％）減）

で，全体の５７．２％（０．９ポイント増）を占め，過去１０年間で２．４倍，その割合は２１．１ポイント

の増加となっている。とりわけ３人以上の集団による凶悪犯の共犯事件の検挙件数は４１４件

で，前年に比べ２９件（７．５％）増加し，凶悪犯の共犯事件全体の６８．８％を占め，過去１０年間

で３．０倍，その割合も１２．１ポイントの増加となっており，少年による凶悪犯の集団化が進行

している。

２年以降の凶悪犯少年の検挙人員の推移は，図２－３のとおりである。

［事例］１１年１１月，中学生及び高校生から成るグループの構成員１９人は，同グループの高

校２年生（１７）が集会に参加しないことに憤慨し，共謀の上，公園に呼び出して殴る蹴

るの暴行を加え殺害した。同月，殺人罪で検挙した（群馬）。

（イ） ひったくりの急増

１１年中にひったくりで検挙した少年は２，４２０人で，前年に比べ５４９人（２９．３％）増加した。

６年以降一貫して急増傾向にあるひったくりの検挙人員は，統計を取り始めた昭和４７年の

１１．１倍と最悪を記録している。また，検挙件数は１万１，８２９件で，前年に比べ１，５０５件（１４．６％）

増加しており，過去１０年間では８．０倍となっている。
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図２ー３　凶悪犯少年の検挙人員の推移（平成２～11年）�
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［事例］ 男子中学生（１５）ら９人は，１０年１０月から１１年１月までの間，バイクに２人乗り

して，ひったくりにより，通行中の女性からハンドバッグを奪うなどした。少年らは，

同様の手口で計４９件，被害総額２６７万円の犯行を行っていた。４月，窃盗罪で検挙した（大

阪）。

（２） 少年の薬物乱用

平成１１年中に覚せい剤事犯，大麻事犯及びシンナー等の乱用で検挙した犯罪少年の学職別

状況は，表２－７のとおりである。

表２－７ 覚せい剤事犯，大麻事犯及びシンナー等の乱用で検挙した
犯罪少年の学職別状況（平成１１年）

学職別

区分

総 数
（人）

学 生 ・ 生 徒
有職少年 無職少年

計 中学生 高校生 その他

覚せい剤事犯 ９９６ １３３ ２４ ８１ ２８ ３０３ ５６０

う ち 女 子 ４９４ ９２ １９ ５６ １７ １０６ ２９６
総数に占める女
子 の 割 合（％） ４９．６ ６９．２ ７９．２ ６９．１ ６０．７ ３５．０ ５２．９

大 麻 事 犯 １１５ ４４ ０ ２７ １７ ３０ ４１

う ち 女 子 １５ ３ ０ ３ ０ ４ ８
総数に占める女
子 の 割 合（％） １３．０ ６．８ － １１．１ ０．０ １３．３ １９．５

シンナー等の乱用 ４，１８４ １，４３４ ５７０ ７５９ １０５ １，１４３ １，６０７

う ち 女 子 １，４４８ ５８９ ２６７ ２９４ ２８ １９８ ６６１
総数に占める女
子 の 割 合（％） ３４．６ ４１．１ ４６．８ ３８．７ ２６．７ １７．３ ４１．１
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図２ー４　覚せい剤事犯で検挙した犯罪少年の推移（平成２～11年）�
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１１年中に覚せい剤事犯で検挙した犯罪少年は９９６人で，前年に比べ７４人（６．９％）減少した

（図２－４）。このうち，中学生の検挙人員は２４人（１５人（３８．５％）減），高校生は８１人（１７

人（１７．３％）減）と前年に比べいずれも減少した。

少年による覚せい剤事犯の検挙人員は，２年連続で減少となったものの，最近の少年の覚

せい剤乱用の背景には，少年でも繁華街や駅前等で外国人等の密売人から容易に覚せい剤を

入手できる状況となっていること，少年が覚せい剤に対し，「ダイエット効果がある」等と

誤った認識を持っていたり，「Ｓ（エス）」とか「スピード」等と呼び，抵抗感が希薄にな

っていたりするなど，少年に薬物の危険性・有害性についての認識が欠如していることが挙

げられ，依然として予断を許さない状況にある。

［事例］１１年８月，女子中学生（１４）ら２人は，知り合いの男性から覚せい剤を勧めら

れ，興味本位で，同人から覚せい剤の注射を受けるなどして乱用した。同月，覚せい剤

取締法違反で検挙した（愛知）。

（３） 校内暴力，いじめに起因する事件

平成１１年中に警察が取り扱った校内暴力事件の事件数は７０７件，検挙・補導人員は１，２２０人

で，前年に比べそれぞれ４６件（７．０％），１２人（１．０％）増加した。また，校内暴力事件のう

ち教師に対するものは，事件数４８１件，検挙・補導人員５８８人で，前年に比べそれぞれ３５件

（７．８％），１９人（３．３％）増加し，件数，人員とも４年連続の増加となった。

また，１１年中に警察が取り扱ったいじめ（注）に起因する事件の件数は１３７件，検挙・補

導した少年は３６９人で，前年に比べ件数で３９件（３９．８％），検挙・補導人員で１０１人（３７．７％）
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図２ー５　いじめに起因する事件で検挙・補導した少年の推移（平成７～11年）�
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増加した。７年以降のいじめに起因する事件で検挙・補導した少年の推移は，図２－５のと

おりである。

いじめにより少年を検挙・補導した事件について，いじめた原因，動機をみると，被害少

年が「力が弱い・無抵抗」とするものが４９件（３５．８％）で最も多い。また，発生場所をみる

と，学校外が６９件（５２．７％）となっている。

（注） 「いじめ」とは，単独又は複数の特定人に対し，身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し，いやがらせ，無

視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより，苦痛を与えること（ただし，番長グループや暴走族同士によ

る対立抗争事案を除く。）をいう。

（４） 女子少年の性の逸脱行為

平成１１年中に性の逸脱行為で補導・保護した女子少年（注）は４，４７５人で，前年に比べ３５

人（０．８％）減少した。学職別では，中・高校生が全体の６７．８％を占めている。

また，このうち「遊ぶ金欲しさ」を動機とする者は１，８１０人で，前年に比べ１１８人（６．１％）

減少したが，過去１０年間では１．９倍となっている（表２－８）。

表２－８ 「遊ぶ金欲しさ」を動機とする性の逸脱行為で補導・保護した女子少年の
数の推移（平成２～１１年）

年次
区分 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

総数（人） ９３９ ９６７１，１３５ ８１８１，５００２，１４５２，５１７２，３０９１，９２８１，８１０
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（注） 「性の逸脱行為で補導・保護した女子少年」とは，売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年，児童福祉法

違反（淫行をさせる行為）事件，児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（以下

「児童買春・児童ポルノ法」という。）違反（児童買春，児童ポルノ製造）事件，青少年保護育成条例違反（みだ

らな性行為）事件及び刑法上の淫行勧誘事件の被害女子少年，ぐ犯少年のうち不純な性行為を行っていた女子少年

並びに不良行為少年のうち不純な性行為を反復していた女子少年をいう。

２ 犯罪等による少年の被害の状況

（１） 少年が被害者となる刑法犯の状況

平成１１年中に少年が被害者となった刑法犯の認知件数は３１万３，９８５件で，前年に比べ６，２８３

件（２．０％）減少した。

罪種別にみると，凶悪犯被害が１，６００件，粗暴犯被害が１万７，２７４件で，前年に比べそれぞ

れ７７件（５．１％），９３０件（５．７％）増加した。特に，少年の凶悪犯被害が昭和５９年以来最悪を

記録したほか，少年の性犯罪（強姦及び強制わいせつ）被害が４，３６７件（前年比７３０件（２０．１％）

増）と大幅に増加するなど，少年の犯罪被害の深刻化がうかがわれる。

性犯罪被害について学職別でみると，高校生の被害が１，４４６件（強姦３２９件，強制わいせつ

１，１１７件）と最も多く，次いで小学生，中学生となっている（表２－９）。

表２－９ 少年の刑法犯被害認知件数（平成１０，１１年）

区 分 少年総数 未就学 小学生 中学生 高校生 成 人

総 数

１０ 年 ３２０，２６８ ３９９ ２３，７６６ ６９，４０４ １３６，９５８ １，４１７，２１４

１１ 年 ３１３，９８５ ３３２ ２２，８８０ ６４，７０９ １３６，１６２ １，５４４，２７７

増減率 △２．０ △１６．８ △３．７ △６．８ △０．６ ９．０

凶悪犯

１０ 年 １，５２３ ９８ ８０ １８７ ５３６ ６，１０４

１１ 年 １，６００ ７１ ８６ ２０８ ５６６ ６，８０８

増減率 ５．１ △２７．６ ７．５ １１．２ ５．６ １１．５

強 姦

１０ 年 ８３９ ６ ４３ １１４ ３４１ １，０３４

１１ 年 ８７３ ２ ５４ １２８ ３２９ ９８４

増減率 ４．１ △６６．７ ２５．６ １２．３ △３．５ △４．８

粗暴犯

１０ 年 １６，３４４ ６７ ５８５ ５，８４７ ６，２５０ ２５，０５９

１１ 年 １７，２７４ ７０ ６９１ ５，８６３ ６，８９２ ２６，３４３

増減率 ５．７ ４．５ １８．１ ０．３ １０．３ ５．１

強 制
わいせつ

１０ 年 ２，７９８ １１４ １，０１３ ４３２ ８７６ １，４５３

１１ 年 ３，４９４ １１２ １，１９０ ５６４ １，１７７ １，８５２

増減率 ２４．９ △１．８ １７．５ ３０．６ ２７．５ ２７．５
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その他 41（0.5）�

大麻取締法 40（0.5）�
職業安定法 231（2.8）�
売春防止法 147（1.8）�
労働基準法�
158（1.9）�

未成年者飲酒禁止法 67（0.8）
未成年者喫煙禁止法 29（0.4）�

青少年保護�
育成条例�
3,229人�
（39.5％）�

毒物及び�
劇物取締法�
1,602�
（19.6）�

風営適正化法�
1,342�
（16.4）�

児童福祉法�
762（9.3）�

覚せい剤�
　　取締法�

　　　　　  534（6.5）�

図２ー６　福祉犯の法令別検挙人員（平成11年）�

 総　数�
8,182人�

（２） 少年の福祉を害する犯罪

警察では，少年の心身に有害な影響を与え，また，少年の非行を助長する原因ともなる福

祉犯の取締りを推進するとともに，その被害を受けている少年の発見・保護に努めている。

平成１１年中に福祉犯の被害者となった少年は１万７２７人で，前年に比べ７０８人（６．２％）減

少した。学職別では，高校生が３，６４９人（３４．０％）と最も多く，次いで無職少年となってい

る（表２－１０）。

また，１１年中の福祉犯の検挙人員は８，１８２人で，前年に比べ５５７人（６．４％）減少した。法

令別では，青少年保護育成条例（テレホンクラブ等規制条例を含む。）違反が最も多く，次

いで毒物及び劇物取締法違反となっている（図２－６）。

表２－１０ 福祉犯の被害少年の学職別状況（平成１０，１１年）

学職
年

総 数 未就学
学 生 ・ 生 徒 有 職

少 年
無 職
少 年小 計 小学生 中学生 高校生 その他

総

数

１０ １１，４３５ ０ ６，３８０ ５４ ２，２０７ ３，８７８ ２４１ １，６１２ ３，４４３

構成比 １００．０ ０．０ ５５．８ ０．５ １９．３ ３３．９ ２．１ １４．１ ３０．１

１１ １０，７２７ ０ ５，９８８ ２８ ２，０８７ ３，６４９ ２２４ １，３６２ ３，３７７

構成比 １００．０ ０．０ ５５．８ ０．３ １９．５ ３４．０ ２．１ １２．７ ３１．５

増減率（％） △６．２ － △６．１△４８．１ △５．４ △５．９ △７．１△１５．５ △１．９

女

子

１０ ８，０２８ ０ ４，６０２ ３０ １，６６０ ２，７２８ １８４ ８１１ ２，６１５

構成比 １００．０ ０．０ ５７．３ ０．４ ２０．７ ３４．０ ２．３ １０．１ ３２．６

１１ ７，５９１ ０ ４，３７３ １６ １，５４１ ２，６４２ １７４ ７２２ ２，４９６

構成比 １００．０ ０．０ ５７．６ ０．２ ２０．３ ３４．８ ２．３ ９．５ ３２．９

増減率（％） △５．４ － △５．０△４６．７ △７．２ △３．２ △５．４△１１．０ △４．６
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（３） 児童買春・児童ポルノ問題

国際的にも問題となっている児童買春や児童ポルノは，児童の権利保護や健全育成を図る

上で大きな問題である。平成１１年１１月，児童買春・児童ポルノ法が施行されたことから，同

法による積極的な取締りに努めており，１２年４月末現在，３４６件，２６４人を検挙している。

［事例］１１年１２月，インターネットで知り合った女子高校生（１５）に金品を供与してみだ

らな行為を行い，その状況をビデオで撮影して児童ポルノを販売する目的で製造した会

社員（３５）を児童買春・児童ポルノ法違反で検挙した（愛知）。

また，被害に遭った児童の保護の観点から，被害児童の受けた精神的打撃を軽減し，早期

立ち直りを図るため，心理学等に関する知識や豊富な経験を有する警察職員等による継続的

な支援を実施している。

（４） 児童虐待問題

近年，保護者が子どもに対し暴行を加えるなどの児童虐待が大きな社会問題となってお

り，警察に寄せられる児童虐待に関する相談件数も増加傾向にある。

平成１１年中に警察が受理した児童虐待に関する相談件数は９２４件で，前年に比べ５１１件

（１２３．７％）増加し，最近５年間では７．６倍となっている（表２－１１）。

また，１１年中に警察が取り扱った児童虐待事件（注）は，事件数は１２０件，検挙人員は１３０

人であり，被害少年１２４人のうち４５人（３６．３％）が死亡していた。

（注） 保護者が，その監護する児童（１８歳に満たない者）に対して加える行為で，身体的虐待，性的虐待，監護の怠慢

・拒否及び心理的虐待をいう。

［事例］１１年１１月，無職の女（３７）とその内縁の男（３５）は，自宅において，次女（４）
こう

の行儀作法が悪く素直に言うことを聞かないことに激昂し，殴る蹴るなどの暴行を加

え，全治約１か月の傷害を負わせた。同月，傷害罪で検挙した（埼玉）。

３ 総合的な少年非行対策の推進

（１） 少年サポートセンターの活動を中心とした非行防止対策の推進

最近の少年非行の特徴として「いきなり」型の重大な非行が目立つことが挙げられるが，

こうした少年についても，重大な非行に走るまでには，飲酒，喫煙や深夜遊興等の不良行為

があることが指摘されており，少年の重大な非行を防止する上で，補導段階での適切な対応

表２－１１ 児童虐待に関する少年相談の受理状況（平成７～１１年）

年次
区分 ７ ８ ９ １０ １１

相談受理件数（件） １７８ ２５７ ５１１ ４１３ ９２４
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が極めて重要である。

また，人格形成期にある少年が犯罪，いじめ，児童虐待等により被害を受けた場合，その

心身に極めて大きな打撃を受け，その後の健全育成に支障が生じるおそれが大きいことか

ら，心理学的立場からの専門的なカウンセリングを施すなど，少年の精神的負担を軽減し，

立ち直りを図るための施策を進めることが重要である。

警察では，このような観点に立って，不良行為少年の補導段階で，個々の少年や家庭に対

する助言・指導の充実を図るとともに，犯罪等の被害により心身にダメージを受けた少年の

支援を強化するため，全国の警察に，少年補導職員や少年相談専門職員等を中核とした「少

年サポートセンター」を設置し，次のような取組みを推進している。

ア 少年警察ボランティアや学校関係者等との共同での補導活動の強化

警察では，盛り場，公園等非行の行われやすい場所での街頭補導等の補導活動を日常的に

実施し，重大な非行の前兆ともなり得る不良行為等の問題行動を早期に認知して，少年やそ

の家庭等に対する適切な助言，指導等に努めている。

また，社会としての非行防止機能の向上をも視野に入れ，移動補導センター用車（注）を

活用し，少年警察ボランティアや学校関係者，市町村の少年補導センター等と共同しての補

導活動を積極的に推進している。

（注） 少年のプライバシーの保護，カウンセリングの実施等の機能を備えた車両で，全国の警察に配備されている。

イ 関係機関・団体等とのネットワークの構築と少年やその家庭等に対する支援活動の充

実強化

少年問題に対しては，関係機関・団体が相互に連携を強化し，社会全体として取り組んで

いくことが重要である。そのため，警察では，少年サポートセンターをキーステーションと

して関係機関・団体との日常的な情報交換，意見交換等を行い，少年や家庭等に対する支援

体制の充実強化に向けたネットワークの構築に努めている。

ウ 情報発信活動の充実強化

最近の少年非行の深刻化の背景の一つとして，少年の規範意識の欠如や家庭，地域社会の

無関心が指摘されている。

警察では，少年の規範意識の形成や家庭，地域の共通の問題認識の醸成を図るため，警察

活動で得た生きた情報の社会への還元に力を入れており，学校に警察職員を派遣して行う薬

物乱用防止教室の開催や学校，地域と連携した非行防止教室や座談会の開催等，情報発信活

動の充実強化に努めている。

（２） 少年の薬物乱用防止対策

少年による薬物乱用が依然として高い水準にあることから，警察では，○１覚せい剤等の供

給源に対する取締りの強化，○２薬物乱用少年の発見・補導等の強化，○３教育委員会，学校等
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との連携の強化，○４家庭，地域に対する広報啓発活動の強化を四本柱として，少年の薬物乱

用防止のための総合的な対策を推進している。

特に，少年に薬物の危険性・有害性についての正しい認識を持たせることが重要であるこ

とから，警察職員を学校等に派遣して行う薬物乱用防止教室の開催に力を入れており，平成

１１年度は，全国の高校の７５．０％に当たる４，１７０校，中学校の６２．９％に当たる７，０９１校で開催し

たほか，全国の警察に配備された薬物乱用防止広報車も活用して地域での開催にも努めてい

る。

また，警察では，薬物乱用少年に対して，再乱用を防止する観点から，必要に応じて継続

的な指導・助言を行うなど，少しでも早い段階での立ち直りを支援しており，９都道府県警

察では，再乱用防止対策を効果的に実施するため，警察，学校，医療機関，保健所等の実務

担当者による「薬物乱用防止チーム」を結成し，チームによる支援活動を推進している。

（３） 少年を取り巻く環境の浄化

最近における少年非行情勢の深刻化の背景の一つとして，少年を取り巻く環境の悪化が挙

げられることから，警察では，少年をむしばむ行為の取締りを強化するとともに，地域住民

や関係機関・団体等と連携して，性を売り物とする営業に対する指導取締り，少年に対する
はん

有害情報の氾濫の抑止，不良行為を助長する環境の浄化，少年に対する暴力団の影響の排除

等の対策に努めている。また，特に環境浄化の必要性の高い地域を「少年を守る環境浄化重

点地区」（平成１２年３月現在，全国２７６か所）に指定しており，少年のたまり場等の浄化運

動，環境浄化住民大会の開催等の環境浄化活動を推進している。

ア 性を売り物とする営業に対する指導取締り

テレホンクラブ営業や性風俗特殊営業等の性を売り物とする営業は，性の逸脱行為や福祉

犯被害のきっかけとなるおそれが大きいことから，警察では，風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（以下「風営適正化法」という。）等の法令による指導取締りに努め

ている。

特に，テレホンクラブ営業は，同営業に係る女子少年の性被害が多発しているとともに，

「援助交際」と称する買春の温床となっていることから，テレホンクラブ等を規制する都道

府県条例により，広告・宣伝に関する規制等に違反する行為の取締りや都道府県公安委員会

等による行政処分等条例の適切な運用に努めている。

イ 少年に対する有害情報の氾濫の抑止

性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌，ビデオ，コンピュータ・ソフト等が一

般書店やコンビニエンスストア等で販売されており，少年でも簡単に入手できることから，

警察では，関係機関・団体や地域住民等と協力して，関係業界による自主的措置の促進を図

るとともに，個別の業者に対する指導や悪質な業者の取締りに努めている。

第２章 生活安全の確保と警察活動
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特に，最近では，インターネット等コンピュータ・ネットワークを通じて，少年でも有害

な情報に容易にアクセスできる状況が出現していることから，ネットワーク上の少年に有害

な情報に関する総合的な対策を推進している（第４節１（３）参照）。

ウ 不良行為を助長する環境の浄化

カラオケボックス等の娯楽施設やコンビニエンスストアは，深夜における不良行為少年の

たまり場となったり，飲酒，喫煙等の不良行為が行われるおそれが大きいことから，警察で

は，こうした営業に係る少年の不良行為の実態掌握や街頭補導活動を強化するとともに，法

令に違反する行為の取締りに努めている。

また，警察庁では，学識経験者等の参加を得て，少年の不良行為を助長するおそれの大き

い社会環境対策の在り方についての検討を行っている。

エ 少年に対する暴力団等の影響の排除

１１年中に暴力団等が関与する福祉犯の被害者となった少年は１，５８７人で，福祉犯被害少年

総数の１４．８％を占め，暴力団等が少年に対する薬物の密売や少女の売買春等悪質性の高い事

案に関与している実態がみられる。また，１１年中に把握された少年の暴力団員の総数は，全

国で５２２人で，このほか７９０人の少年が暴力団の影響を強く受けて加入を勧誘されており，さ

らに，２０５の暴走族等の集団が暴力団の影響下にあるとみられている。

警察では，暴力団等が関与する福祉犯等の取締りに努めるとともに，少年の暴力団員の離

脱の促進や加入の阻止等，少年に対する暴力団等の影響の排除に努めている。

（４） 児童虐待への取組み

児童虐待は，人格形成期にある児童の心身に深刻な影響を及ぼす重大な問題である。警察

では，児童の生命及び身体を守り，その健全育成を図る観点から，この問題を少年保護対策

の最重要課題の一つとして位置付け，積極的に取り組んでいる。

児童虐待は，早期に認知することが重要であることから，警察では，街頭補導，少年相

談，１１０番通報の受理等の各種活動を通じて，児童虐待事案の早期発見に努めており，犯罪

に該当するものは事件として厳正に措置している。また，保護者に監護させることが不適当

であると認める児童については，児童相談所等に通告を行うほか，児童相談所，保健医療機

関，学校，民間の被害者相談室等関係機関・団体との連携を図りながら，全国の警察の少年

サポートセンターに配置されている少年相談専門職員や少年補導職員等が中心となって，面

接や家庭訪問等による被害児童のカウンセリング，保護者に対する助言・指導等の支援活動

を実施している。

（５） 少年相談活動

警察では，少年の非行，家出，自殺等の未然防止とその兆候の早期発見や犯罪，いじめ，

児童虐待等に係る被害少年等の保護のために少年相談の窓口を設け，少年や保護者等からの
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図２ー７　少年相談の内容（平成11年）�

家庭問題�

性，健康問題�
2,408件（3.1％）�

犯罪被害�
   4,726�
  （6.1）�

犯罪被害�

（少年自身からの相談）� （保護者等からの相談）�

性，健康問題�
3,138件　�
（16.1％）　�

交友関係�
3,940�
（20.2）�

学校問題等�
3,388�
（17.3）�

非行問題等�

その他�
3,505�
（17.9）�

1,622�
（8.3）�

非行問題等�
22,441�
（29.0）�

家庭問題�
10,137�
（13.1）�

その他�
10,619�
（13.7）�

家出に�
関するもの�
11,774�
（15.2）�

交友関係�
7,079　�

（9.1）  　　�8,239�
（10.6）�

学校問題等�

総　数�
77,423件�

総　数�
19,539件�

2,391�
（12.2）�

1,555�
（8.0）�

悩みや困りごとの相談を受け，教育学，心理学等に関する知識を有する専門職員や経験豊富

な少年補導職員，少年係の警察官が必要な助言や指導を行っている。また，「ヤング・テレ

ホン・コーナー」等の名称で電話による相談窓口を設けているほか，ファックスの設置やフ

リーダイヤルの導入等，少年が相談しやすい環境の整備を図っている。

平成１１年中に警察が受理した少年相談の件数は９万６，９６２件（前年比４，６９４件（５．１％）増）

となった。このうち，保護者等からの相談が７万７，４２３件で，全体の７９．８％を占めている。

また，相談の内容についてみると，少年自身からの相談では性，健康問題に関するものが，

保護者等からの相談では非行問題に関するものが最も多くなっている（図２－７）。さら

に，継続的助言・指導を必要とする相談は２万１，５８８件で，全体の２２，３％を占めている。

（６） 少年の社会参加，スポーツ活動

警察では，関係機関・団体，地域社会と協力しながら，環境美化活動，社会福祉活動等の

社会奉仕活動や伝統文化の継承活動，地域の産業の生産体験活動等地域の実態に即した様々

な少年の社会参加活動を展開している。また，スポーツ活動については，特に，警察署の道

場を開放して地域の少年に柔道や剣道の指導を行う少年柔剣道教室を全国的に展開してお

り，平成１１年中は約１，０００警察署において，約６万人の少年が参加した。これらの教室に通

う少年が参加して，１１年８月には，（財）全国防犯協会連合会及び（社）全国少年補導員協

会の共催による「第１２回全国警察少年柔道・剣道大会」が開催された。

（７） ボランティア活動

警察では，少年の非行を防止し，その健全な育成を図るため，約６，０００人の少年指導委員，

約５万１，０００人の少年補導員，約１，１００人の少年警察協助員等のボランティアを委嘱している

（平成１２年４月１日現在）。少年指導委員は，風営適正化法に基づき，都道府県公安委員会
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の委嘱を受け，少年を有害な風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等へ

の協力要請活動に，少年補導員は，街頭補導活動，環境浄化活動を始めとする幅広い非行防

止活動に，少年警察協助員は，非行集団の解体補導活動に，それぞれ従事している。

警察では，少年補導職員等の警察職員とこうしたボランティアとの連携の強化を図ってお

り，警察職員とボランティアとが一体となった地域に密着したきめ細やかな活動の展開に努

めている。

また，（社）全国少年補導員協会は，全国各地で行われているこれらの活動を支援してい

るほか，１１年１１月には，ボランティア，ＰＴＡ等約４００人の参加を得て少年問題シンポジウ

ム「子どもを非行から守るために～いま，地域社会に何ができるか」を（財）社会安全研究

財団と共催するなど，少年の非行防止と健全育成を目指した活動を推進している。
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